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（１０：００） 

議    長  ご起立願います。おはようございます。よろしくお願いします。 

 

議     長  ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますの

で、これから本日の会議を開きます。 

 

議    長  日程第１、「一般社団法人川棚町観光協会運営資金貸付条例訂

正の件」を議題といたします。 

  この審議においては、地方自治法第１１７条の規定によって、村井達己議

員、堀田一德議員が除斥の対象となりますので、両議員の退場を求めます。 

 

（村井達己議員、堀田一德議員退場） 

 

議     長  町長から一般社団法人川棚町観光協会運営資金貸付条例訂正

の理由の説明を求めます。 

町    長  皆様おはようございます。一般社団法人川棚町観光協会運営資

金貸付条例訂正の件についてご説明をいたします。 

  先に提出をしておりました議案第２６号「一般社団法人川棚町観光協会運

営資金貸付条例」につきましては、本会議に提案申し上げ、その後、産業建

設文教委員会へ付託をされたところでございます。そして、２３日に開催さ

れました委員会におきまして、委員の皆様方から貴重なご提言をいただきま

した。それは、指定管理者の募集を控え、現状ではいろいろな場合が想定さ

れ、次期指定管理者の選定にあたって、公平性を欠くのではないかとのご指

摘でございました。このことを受け、部内において再度検討いたしまして、

この条例の適用期限の終期を明確にした方が、より理解をいただけると判断

し、議案を訂正する必要が生じましたので、２４日に議長へ事件の訂正請求

書を提出させていただいたところでございます。ご審議の上ご決定いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

議    長  お諮りをいたします。ただいま議題となっております一般社団

法人川棚町観光協会運営資金貸付条例訂正の件を許可することにご異議ござ

いませんか。 
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「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって「一般社団法人川棚町観光協

会運営資金貸付条例の訂正の件」は、許可をすることに決定いたしました。

村井議員、堀田議員の入場を認めます。 

（１０：０３） 

（村井達己議員、堀田一德議員入場） 

 

議    長  ここで、産業建設文教委員会開催のために、しばらく休憩いた

します。 

（１０：０４） 

（…休  憩…） 

（１０：２５） 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長  次に、日程第２、「川棚町農業委員の推薦の件」を議題といた

します。本件については、農業委員会の改選期にあたり、町長から農業委員

会の属する事項について、学識経験を有する者２人を本人の同意を得た上、

推薦願いたい旨の依頼を受けております。 

  この議題は、議長発議といたします。お諮りします。議会推薦の農業委員

は２人とし、中山郷６１番地にお住まいの楠本ヨシノさん及び小串郷７３０

番地にお住まいの吉﨑美智子さんを指名したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって、議会推薦の農業委員は、２

人とし、楠本ヨシノさんと吉﨑美智子さんを推薦することに決定をいたしま

した。 

（１０：２６） 
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議    長  次に、日程第３、議案第２７号「財産の取得（消防ポンプ自動

車購入の件）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。  

町    長  議案第２７号「財産の取得（消防ポンプ自動車購入の件）」に

ついて、提案理由を申し上げます。今回、取得しようとする消防ポンプ自動

車は、川棚町消防団第２分団石木支隊に配備するためのもので、第２分団の

管轄区域は、石木、川原、木場、上組地区の４自治会で、比較的民家が散在

した地域となっております。 

  現在、第２分団石木支隊に配備している消防ポンプ自動車は、平成６年１

１月に取得したもので、分団員の定期点検などにより、長年にわたり使用し

てきましたが、取得から２０年目となり、真空ポンプやボディが腐食するな

ど、経年による劣化が進んでいるところであります。そこで、現在の消防ポ

ンプ自動車では、故障が相次ぐなど、緊急の際に対応できない状況になるこ

とが予想されるため、買い替えが必要であるとの判断から、消防ポンプ自動

車の取得について、議会の議決を求めるものでございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

総 務 課 長        議案第２７号「財産の取得（消防ポンプ自動車購入の件）」に

つきまして、補足説明をさせていただきます。 

  議案の２枚目をお開き願いたいと思います。消防ポンプ自動車（ＣＤ－１

型）の見積もり仕様書になります。まず、ＣＤ－１型の説明をいたしますが、

これはキャビン型、いわゆるボンネットがないタイプの車でございまして、

座席が２列形式の車両を意味しております。この型のポンプ車は、平成２３

年度に５分団、平成２４年度に４分団、昨年度に１分団に納入した経緯がご

ざいまして、車両については、これまで購入してきた車両と同様になります。

まず、第１章では、納入先、納入台数、納入期限を示しておりまして、納入

先は提案理由にもありましたように、消防団第２分団石木支隊とし、台数は

１台、納入期限を１１月３０日と、このようにいたしております。  

  第２章では、車種及びポンプの性能を示しております。（１）では、車の

性能を示しておりまして、主なものを挙げますと、アの形式では、キャビン

型車種を製造するメーカーが２社しかないことから、いすゞと日野のメーカ

ーとし、メーカー公表の最新型であることといたしております。  

  次に、イでは、四輪駆動車であること。それから少しとばしまして、カで
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は、乗車定員が１０名であることなどを示しております。 

  次に、（２）では、ポンプの性能を示しておりまして、消防検定を受けた

Ａの２級以上のポンプ性能を有する製品としており、アからオまでは、ポン

プのメーカーを示しております。ちなみに、Ａの２級とは、１分間に放水で

きる量を示すもので、規格放水性能において、１分間に２トン以上を放水で

きるポンプと、このようにいたしております。 

  次に、（３）では、取付品及び附属品ということにしておりまして、次の

ページに車両に固着する取付品の一覧と、車両に装備する附属品の一覧を示

しております。そして、表の下の方に記載をしておりますけれども、既存品

取り付けとしまして、町の備品であります車載用の無線機と手持ちの４０ミ

リ管そうを２本装備することといたしております。次のページをお願いいた

します。 

  次のページが、見積結果の一覧表で、４社の見積り合わせを行った結果、

最低価格見積り業者であります株式会社ツクモに決定し、去る５月２２日に

仮契約を締結しているところであります。一番最初のページの議案のところ

に戻っていただきまして、議案のキ以下のところでありまして、ここを漏ら

しておりました。契約の目的、これは消防ポンプ自動車購入でございまして、

契約の方法、随意契約、契約金額１,２９６万８,２７０円、契約の相手方、

佐世保市福石町２２番６号、株式会社ツクモ、代表取締役永田次郎でござい

ます。以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言者なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 
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（発言者なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第２７号「財産の取得（消防ポンプ自動車購入の件）」の採

決を行います。 

  お諮りします。本件は、これを可決することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第２７号「財産の取得（消

防ポンプ自動車購入の件）」は、可決されました。 

（１０：３５） 

議    長  次に、日程第４、議案第２８号「工事請負契約の変更（三越漁

港整備工事（三越防波堤その３））」を議題といたします。提案理由の説明

を求めます。 

町    長  議案第２８号「工事請負契約の変更（三越漁港整備工事（三越

防波堤その３））」の提案理由の説明をいたします。 

  地方自治法及び川棚町条例の規定に基づき、平成２６年３月定例会におき

まして、工事請負契約締結についての議決を受け、長崎市橋口町２０番６号、

黒瀬建設株式会社、代表取締役濱谷大助に発注しておりました三越漁港整備

工事（三越防波堤その３）において、工事内容を変更する必要が生じました

ので、請負金額を７１１万２,８８０円増額し、５,５９７万２,０８０円に変

更したいので、提案するものでございます。詳細につきましては、産業振興

課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定くださいますよう、よろし

くお願いいたします。 

産業振興課長  それでは工事請負契約の変更についての説明をいたします。  

  この三越漁港整備工事、三越防波堤その３については、２６年３月定例会

において、工事請負契約の締結についての議決をいただき、現在、工事を進

めているものであります。変更内容につきましては、次のページの参考資料

をご覧いただきたいと思います。 
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  設計全般といたしまして、平成２６年２月から適用する公共工事設計労務

単価の運用にかかる特例措置として、労務単価の改正に伴い、旧労務単価に

基づく契約を新労務単価に基づく契約変更とするため、請負金額の変更の協

議を請求することができ、受注者より請求があったため、労務単価の変更を

行っております。 

  次に、基礎工でございます。着工前は深い、浅いという意味ですけれども、

深浅測量の結果により、床掘に使用する浚渫船の規格及び関連する拘束費、

土運船運搬、揚土工の浚渫船の規格変更、２といたしまして、揚土に使用す

る揚土船の変更及び拘束費の新規計上を行っております。３といたしまして、

現地盤が設計地より浅い位置に確認をされたため、床掘、運搬揚土の土量の

変更、再使用することで仮置きしておりました捨石が土砂混じりであったた

めに、重機にて選別し、再使用可能の石材、それに加え、新規購入する捨石

の数量及び発生処分土量の変更を行っております。堤体工につきましては、

製作ブロックの転置を実績により変更しております。付属工につきましては、

安全灯の資材について、他の工事で購入済みであったため、取付費のみの計

上と変更をしております。次のページになります。 

  えい航費では、浚渫船の規格変更、揚土船の新規計上を行っております。

事業損失防止費では、グラブ浚渫船の規格変更により、汚濁防止枠の寸法変

更を行っております。役務費につきましては、ブロック制作ヤード及び土砂

置場等として、川棚港を使用する費用を新規計上しております。次のページ

の図面でございます。 

  ２６年３月に契約締結のために提出させていただきました図面と変更はご

ざいません。工事内容は、ただいま申しました変更の部分につきましては、

色が濃い部分について変更を行うものでございます。以上、説明を終わりま

すが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

３ 番 福 田        参考資料の方でお聞きしたいんですけれども、全般の部分のと

ころに書いてあります新労務単価の運用に係る特例措置ということですけれ

ども、初日にしました漁港その１の分には関係なかったのか、あるいは議会

が済んでいますけれども、この分との兼ね合いがありますので、あちらには

影響がなかったのか。それともう一つ聞きたいのは、２ページ目にあります
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役務費の川棚港を使用する費用ということで、これは後ほど町の方に上がっ

てくるのでしょうか。 

産業振興課長  お尋ねの新労務単価につきましてですが、２月１４日付で長崎

県土木部長より、２６年２月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係

る特別措置というものが発せられております。これにおいては、２６年２月

１日以降に契約するものにつきまして、変更を行うという特例措置でござい

ます。ですから、契約の期間といたしましては、２月１日から３月３１日ま

でに契約したものということになっております。そういうことで、今回のそ

の３につきましては、今回、計上したわけですけれども、その１につきまし

ては、２月１日以前の契約ということで、この特例措置の対象とはなりませ

ん。もう一つ、川棚港の役務費のブロック制作ヤードの経費が、川棚町に入

るのかというご質問でございますが、これにつきましては県の県有地でござ

いまして、県に支払いをするということになっております。以上です。  

１ ３ 番 森 田        ３月議会で事業計画と予算は承認しているわけですね。今説明

を聞いておりますとですね、いろんな変更をしているんですよね。あちこち

変更している。こういうものはね、もともと分かっていたんじゃなかろうか。

変更する必要ないんじゃないかと。変更するならば、突発事態ができてから

変更するんじゃないかと思うんですね。これは見積りの段階でですよ、水面

の深さとか規模とかそういうのが分かっていたはずなんですよ。何にもしな

いで平面図で見積りしたわけじゃないと思うんですよね。この黒瀬建設です

かね、なんで急に変更してしまったのか、約７００万円ぐらい増加になって

いるんですよ。これが逆に減少しておれば、私は何も言う必要はなかろうと

思うんですが、相当多額の費用が変更になって計上されているんです。技術

的にはよく分かりませんが、なんで急に変更したのかということです。総合

的なことでお伺いします。 

産業振興課長  森田議員のご質問にお答えいたします。 

  最後に総合的なところでというお尋ねでございます。個々につきましては、

先ほど説明をいたしましたように、数々の変更があっております。総合的に

というご質問につきましては、どうしても運搬船の大きさを決めるためには

土量が大きな要素を占めるわけです。土量の見積りにおきましては、水面下

のことであり、調査がかなり難しいという点もございまして、土量について
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は、積算を当初しておるものと異なってきたというところでございます。そ

の土量に伴いまして、船の大きさでありますとか、揚土、すなわち海から上

げる土の量などが変更になってきたわけでございます。主な要因といたしま

しては、海の底の土量の積算がうまくできていなかったということが要素と

なります。以上、説明といたします。 

１ ３ 番 森 田        課長の説明によりますとね、特に運搬船の変更だということを

おっしゃっています。黒瀬建設がですね、川棚港にずっと泥を運搬している

のも知っております。そういうことを変更する必要があったのか、もともと

この工事にはですよ、そういう運搬船を使ってやる必要があったんでしょ。

私がこだわっているのは、７００万円の多額の計上しているんですよ。単な

る変更でですね。それを見抜けなかったのかということを課長に問うている

わけです。 

産業振興課長   こういう大きな変更になることを見抜けなかったのかという

ようなご質問ですけれども。これにつきましては、工事を施工するうえで、

十分事前に検討をしたつもりではございましたけれども、後々出てきたもの

として、先ほどの労務単価の変更でありますとか、川棚港の敷地の借用、ブ

ロック制作ヤードということも書いておりますけれども、そういうものにつ

きましては、単価が県の方から示されておりませんでしたので、当初の設計

には入れておりませんでした。そういうことで、こちらとしても十分事前に

検討をしたつもりではありましたが、大きな変更が出てきたということとな

っております。以上です。 

１４番久保田  今７００万円以上の変更が出されたわけですけれども、ここに

新労務単価の変更ということもありますが、この７００万円の労務単価と基

礎工のどれぐらい２つに割り振って、どれぐらいずつかかったのかお尋ねし

ます。 

産業振興課長  この防波堤の設計につきましては、なかなか難しいところがご

ざいまして、諸経費をどのように計算するかというようなこともございます

ので、ここの数字を正確に申し上げることはできない状態です。ですから、

条件付きではございますけれども申し上げたいと思います。  

  参考資料の中で全般と書いておりますけれども、労務費の変更部分です。

これにつきましては、諸経費、消費税を加えた額ですけれども、７４万円程
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度でございます。基礎工につきましては、諸経費とか消費税を除いた数値し

か出せなかったんですけれども、設計額でございますけれども、３１２万円

ほどでございます。あとは堤体工についてはマイナスで、上部工については

変更はございません。付属工については、マイナスでございまして、次のペ

ージのえい航費、これが１１０万円ほどになっております。事業損失防止費

については、４９万円、役務費については１１０万円と、大まかな数字では

ございますけれども、このように算出をしておるところでございます。すみ

ません。冒頭申しましたように、諸経費でありますとか、消費税のことがご

ざいます。設計額ということでございますので、これを足して、冒頭、町長

が申しました７１１万２,８８０円に合致するものではございませんけれど

も、説明とさせていただきます。 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言者なし） 

   

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（賛成者なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第２８号「工事請負契約の変更（三越漁港整備工事（三越防

波堤その３））」の採決を行います。 

  お諮りします。本件は、これを可決することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第２８号「工事請負契約

の変更（三越漁港整備工事（三越防波堤その３））」は、可決されました。 

（１０：５４） 

議    長  ここでしばらく休憩をいたします。 
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（１０：５４） 

（…休  憩…） 

（１１：０５） 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長  次に、日程第５、議案第２９号「町道の廃止（町道中小串線外

１路線の件）」及び日程第６、議案第３０号「町道の認定（町道中小串線外

１路線の件）」を、川棚町議会会議規則第３７条の規定により、一括議題と

いたします。提案理由の説明を求めます。 

町    長  議案第２９号「町道の廃止（町道中小串線外１路線の件）」及

び議案第３０号「町道の認定（町道中小串線外１路線の件）」については、

関連がありますので、一括して提案理由のご説明をいたします。  

  議案第２９号、町道路線の廃止につきましては、町道２路線の改良工事に

伴いまして、接続する起点、終点の位置が変更となっております。また、２

路線の現認定の公示事項に変更が生じることから、議案第２９号で道路法第

１０条第３項の規定により、現在の町道２路線を一旦廃止し、次の議案第３

０号で、道路法第８条第２項の規定により、２路線を認定しようとするもの

であります。詳細につきましては、建設課長から説明いたしますので、ご審

議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

建 設 課 長        それでは説明申し上げます。今回、廃止、認定を行おうとする

路線は、町道中小串線と町道西ノ田線でありまして、この２路線のうち、中

小串線は起点部分及び終点部分が変更となり、路線延長が増加しております。

西ノ田線につきましては、起点部分が変更となって、こちらは延長が減少し

ております。それでは内容について説明いたします。廃止議案の４枚目から

説明資料を付けております。 

  説明資料の一番、位置図をご覧ください。路線番号２３１の町道中小串線

は、図面赤の路線、国道２０５号の小串保育所の交差点から、山側に入りま

して、小串小学校前を通って、長崎慈光園入口の国道２０５号までの路線で

あります。路線番号２４３の町道西ノ田線は、図面青の路線です。中小串線

を起点として小串郷字西ノ田２０２４番地３までの町道になります。次のペ

ージ、説明資料２をご覧ください。 
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  起点部分を拡大しております。これにつきましては、中小串線の起点で、

黄色の着色が変更前、赤色の着色が変更後となります。国道の交差点改良に

よりまして、国道と町道との管理区分位置が変更となり、起点は減少となっ

ております。説明資料３をご覧ください。 

  町道中小串線の終点で、国道２０５号長崎慈光園入口部分で、黄色の着色

が工事前で、赤色の着色が工事後となります。この終点部分につきましては、

長崎県の県有地であったものを、全筆寄附で譲り受けております。その譲り

受けた県有地を含めて改良工事を行ったことにより、終点位置が変更となっ

ております。説明資料の５のところ、２枚めくってもらいまして、字図を付

けております。 

  黄色の着色部分が寄附で譲り受けたものであります。中小串線の路線延長

は、２７メートル増となります。次に、説明資料４に戻っていただきたいと

思います。 

  町道西ノ田線の起点になります。中小串線を起点とし、小串郷字西ノ田２

０２４番地３までの道路で、黄色の着色が工事前、赤色の着色が工事後とな

ります。路線の起点部分につきましては、県有地であった部分を中小串線と

して取り込みますので、西ノ田線の起点を中小串線に接する交差点のところ

からとしたことにより、町道西ノ田線の起点部分が変更となり、路線延長が

３６メートル減となります。いずれも路線延長が変更となり、また路線認定

の公示事項にも変更が生じますので、道路法第１０条の廃止の規定により、

議案第２９号で町道路線の廃止を、道路法第８条の町道認定変更の規定によ

り、議案第３０号で町道路線の認定を同時に行うよう提案するものでありま

す。なお、認定の公示事項につきましては、路線番号、路線名、起点、終点、

字までです。重要な経過地を掲載して足りるとなっておりますので、必要事

項のみを記載しております。以上で、説明を終わらせていただきますが、ご

審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

議    長  これから質疑を行います。 

１ ２ 番 田 口        ただいま図面で説明していただきました説明資料の２番の中小

串線の起点の部分についてですが、要するに起点の部分の減少する部分は、

国道になるのですか。そうすると、町有地が国有地になるのですか。それは

有償なのか無償なのかと、そこをお聞きしたいと思います。  
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建 設 課 長        中小串の起点部分、ここは国道との協議で、改良後に管理区分

の協議をしております。擦り付けの部分、それからここに横断歩道がありま

す。それを含めて国道の管理というふうにしていただいております。これは

無償です。 

３ 番 福 田        確認でちょっとお聞きします。説明資料の３、今度新しく町道

認定されるんですけれども、下の部分、赤の部分がＴ字路になっているんで

すけれども、起点、終点という考え方からいけば、そういうＴ字路で認定道

路を認定していいのだろうか確認をしたいと思います。 

建 設 課 長        お答えいたします。新しく認定することがＴ字路になっており

ます。主要な部分といいますか、主要な通る部分が新しい中小串線から国道

の方に通る方が主要町道路線となります。ただ、県有地を一筆まるまる譲り

受けております。慈光園の方に伸びている部分、これにつきましては、中小

串線の枝線ということで管理をしていきたいというふうに考えております。

以上です。 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから一件ごとに討論、採決を行います。 

  議案第２９号「町道の廃止（町道中小串線外１路線の件）」の原案に対し、

反対者の発言を許します。 

 

（発言者なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言者なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 
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議    長  異議なしと認めます。したがって、議案第２９号「町道の廃止

（町道中小串線外１路線の件）」は、原案のとおり可決されました。  

（１１：１９） 

議    長  次に、議案第３０号「町道の認定（町道中小串線外１路線の件）」

の討論を行います。 

  本案に対する反対者の発言を許します。 

 

（発言者なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言者なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第３０号「町道の認定（町道中小串線外１路線の件）」の採

決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって、議案第３０号「町道の認定

（町道中小串線外１路線の件）」は、原案のとおり可決されました。  

（１１：１９） 

議    長  次に、日程第７、議案第３１号「あらたに生じた土地の確認及

び字の区域の変更の件」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

町    長  議案第３１号「あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更

の件」について、提案理由の説明を申し上げます。 

  川棚港百津地区の川棚港環境整備事業において、埋め立てられて生じた土

地については、地方自治法第９条の５第１項により、また字の区域につきま

しては、同法第２６０条第１項の規定により、それぞれ議会の議決を得なけ

ればならないことになっておりますので、提案するものでございます。詳細
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につきましては、建設課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

建 設 課 長        説明を申し上げます。このたび、平成８年度から整備しており

ました川棚港百津地区環境整備事業に伴う埋め立ての竣工認可に関する手続

きが完了したことの通知を長崎県から受けましたので、議会の議決を求める

ものであります。 

  あらたに生じた土地の面積は、９万２,２１０．８７平方メートルで、編入

する区域は、東彼杵郡川棚町百津郷字長浜であります。図面をご覧ください。 

  縮小しましたので、文字が小さくなってしまって申し訳ありませんが、あ

らたに生じた土地は、図面の下から字長浜、左横が字新浜に接している土地

でありますが、字長浜から縦につながるということで、埋め立て地の編入区

域につきましては、東彼杵郡川棚町百津郷字長浜にしたものであります。護

岸及び埋め立てにつきましては、全て長崎県で施工されております。総面積

は９万２,２１０．８７平方メートルで、そのうち右側の方に小さい表があり

ますけれども、スポーツレクリエーション施設用地が、併せまして６万６ ,

４２７．５３平方メートル、緑地が１万７,１７２．２２平方メートル、道路

用地が５,８０９．４４平方メートル、護岸用地が２,８０１．６８平方メー

トルとなっております。なお、埋立地の整備工事につきましては、沖側５万

平方メートルについて、今年度で調査測量に入り、来年度設計を行い、今後

５年間で整備されることとなっております。以上で説明を終わらせていただ

きますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議    長  これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言者なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 
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（発言者なし） 

 

議    長  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第３１号「あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更の

件」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議案第３１号「あらたに生じ

た土地の確認及び字の区域の変更の件」は、原案のとおり可決されました。 

（１１：２４） 

議    長  ここで、休憩をいたします。 

（１１：２４） 

（…休  憩…） 

（１３：１０） 

議    長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長  次に、日程第８、議案第２６号「一般社団法人観光協会運営資

金貸付条例」を議題といたします。この審議においては、地方自治法第１１

７条の規定によって、村井達己議員、堀田一德議員が除斥の対象となります

ので、両議員の退場を求めます。 

 

（村井達己議員、堀田一德議員退場） 

 

議    長 本案についての産業建設文教委員長の報告を求めます。  

産業建設文教委員長 産業建設文教委員会へ付託された議案第２６号「一般社

団法人川棚町観光協会運営資金貸付条例」について審査を行いました。その

審査の報告を行います。なお、内容については、委員長報告を読み上げ報告

といたします。 
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  平成２６年６月２６日、川棚町議会議長初手安幸様、産業建設文教委員会

委員長山口隆。 

  委員会審査報告書。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとお

り決定したので、川棚町議会会議規則第７７条の規定により報告します。記。 

  事件の番号、件名、審査の結果。議案第２６号「一般社団法人川棚町観光

協会運営資金貸付条例」。可決すべきものと決定。 

  産業建設文教委員会委員長報告。 

  審査の結果。（１）審査の期日、平成２６年６月２３日（月）、２４日（火）

２６日（木）。（２）審査場所。第１委員会室、第３委員会室。（３）出席

者。委員全員（村井委員、堀田委員除斥）、議長、事務局長、書記、副町長、

産業振興課長、商工観光係長。 

  ２、審査内容（主な質疑と答弁）。 

  質疑、どのような経過から条例制定に至ったのか。 

  答弁、観光協会の施設運営が円滑に行われるように、平成２６年度川棚町

観光施設事業特別会計予算で、貸付金１千万円を計上した。この支出に関し

て、根拠を明確にするため、条例の制定を６月議会へ提出した。  

  質疑、川棚町観光協会は、余剰金の留保ができないのか。  

  答弁、指定管理者協定書第１１条第２項に、「修繕費等のために蓄えられ

る一定のものと町が認めたものを除き、全て町へ納付するものとする。」と

なっており、余剰金の留保はほとんどなく、年度当初の運転資金が逼迫する。 

  質疑、川棚町観光施設事業特別会計で、１千万円の予算は３月議会で可決

されている。この条例の制定は必要ないのではないか。 

  答弁、予算の議決があるが、この貸付金の予算枠の議決であり、支出に関

して条例議決が必要である。 

  質疑、貸付金の上限はいくらか。今後、変動することはあるのか。  

  答弁、平成２６年度の予算では１千万円である。平成２４年度の観光協会

の決算をもとに指定管理者と協議し決定した。今後は、多少の変動はあって

も現在の予算額から大幅に上昇することはないと思われる。 

  質疑、条例第２条については削除してはどうか。 

  答弁、運営資金の適用施設を具体的に指定したもので、必要であると考え

ている。 
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  質疑、現在の指定管理期間はいつまでか。その後はどのようにするのか。  

  答弁、平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までである。公募に

より指定管理者を決定する予定である。 

  質疑、指定管理者を公募するのであれば、応募要項は応募者すべてに平等

でなければならない。この条例を制定すれば、観光協会への優遇措置になる

恐れがあるのではないか。 

  答弁、観光協会が指定管理者に決定したときのみ適用されるので、問題な

いと考えている。 

  質疑、指定管理者の公募については、応募者すべてに平等であるべきであ

る。観光協会が指定管理者である期間に限っての時限立法の条例にしてはど

うか。 

  答弁、①ここでは即答できない。持ち帰り検討させてほしい。  

  答弁、②指定管理者の公募に公平さを欠くとの指摘があるので、時限的条

例とするため事件の訂正請求書を提出した。 

  ３、討論。 

  反対討論なし。 

  賛成討論、一般社団法人川棚町観光協会に対して、運営資金を貸し付ける

ことについては、すでに平成２６年度の観光施設事業特別会計の当初予算に

ついて１千万円計上しているところです。今回のこの条例は、その貸付金に

ついて貸付条件、使途等の基準を明確にするものとして必要なものと考えま

す。ただ、この条例は、貸し付けの相手方を川棚町観光協会に限定している

ため、今後指定管理者の公募の際に、不公平を生じるのではないかという懸

念があり、本委員会でそれを指摘したところですが、町側において、その懸

念を払しょくするために、現在の指定管理者の指定期間である平成２７年３

月３１日までの時限的条例とするという訂正をされたところです。これによ

り、指定管理者の公募の際の不公平の問題は生じないと考えられますので、

この条例は制定することが適当と考えます。よって賛成します。  

  ４、採決。 

  全会一致（６人）により可決。 

  ５、委員会としての意見。 

  ①観光協会への運営資金の貸し付けは、観光協会の円滑な運営のため必要
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であると判断した。さらなる健全な運営に努められたい。 

  ②この条例制定が本町の観光発展に資するよう取り組まれたい。以上でご

ざいます。 

議    長  これから産業建設文教委員長の報告に対する質疑を行います。 

５ 番 三 岳        私はですね、この公募について、現在、公募を今年の１２月と

いうふうにお聞きをしておりますが、このことについてですね、ここの質疑

にですね、剰余金については町へ納付するという、そういった公募の際にそ

ういったものについてもですね、条文化はされていないと思うんですよね。

ですから、これについては、観光協会が納付をされているというふうに理解

をするわけですが、このことについてはですよ、公募の際には委員会の方で

は問題にならなかったのかお伺いします。 

産業建設文教委員長  指定管理者の１１条第２項の部分でですね、いわゆる一

般社団法人の性格等からですね、余剰金の留保は好ましくないという説明を

受けですね、特に問題にはしませんでした。 

５ 番 三 岳        問題にされなかったと言いながら、結果的にですね、この剰余

金をすべて町が納付してもらっていると。そのことによってですね、その資

金不足が生じて、そういった運転資金について今回１千万円という額がです

ね、予算計上されているわけですね。そういった中でですね、このことにつ

いてはですよ、例えば、この議論の中でも質疑の中にもあっておりませんが、

観光協会であるがためにですね、資金繰りが難しいということになるわけで

すね。ということは、将来、指定管理が民間等にいきますと、そういった運

転資金についても会社の経理の中でやっていけるというふうになると思うん

ですよね。そうしますと、いわゆる貸し付けというのは必要なくなってくる

というふうに私は判断するわけですが、その点についての議論はいかがでし

たか。お伺いします。 

産業建設文教委員長  非常に微妙な問題がございまして、現在、川棚町観光協

会の方が２回指定を受けて２期目が終わろうとしているんじゃないかという

ふうに説明を受けました。そして、今後公募したときに、観光協会以外の民

間企業その他ですね、そういったところが指定を受けたときにどうなるかと

いう質疑その他はいたしました。観光協会以外が指定を受けた場合にはです

ね、まだ具体的に町としてもどういうふうにするという判断はされていない
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ようでございまして、ただその中で出た意見がですね、いわゆる民間会社に

なれば、これは委員会の意見でございますが、家賃相当額を町に払ってです

ね、施設の貸借料というんですか、それ相当額を払ってですね、いわゆる貸

付金等の計上はなくなる可能性があるんじゃないかというようなことは申し

上げました。以上です。 

議    長  他に質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  質疑なしと認め、委員長報告に対する質疑を終わります。  

  これから議案第２６号「一般社団法人川棚町観光協会運営資金貸付条例」

について、討論を行います。委員長の報告は、可決すべきものと決定とされ

ております。委員長の報告に対し、反対者の発言を許します。  

 

（発言者なし） 

 

議    長  次に、賛成者の発言を許します。 

１ ３ 番 森 田        賛成討論を申し上げます。私は、この条例案が提示された時点

から、第５条について懸念があったもんですから、相当議論をさせていただ

きました。委員長の報告によってですね、私の疑念も解消されたというふう

に判断しております。この条例については賛成いたします。  

議    長  他に討論はありませんか。 

  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決すべきもの

と決定です。 

  お諮りします。本案は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって、議案第２６号「一般社団法
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人川棚町観光協会運営資金貸付条例」は、委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  村井議員、堀田議員の入場を許可します。 

（１３：２４） 

（村井達己議員、堀田一德議員入場） 

 

議    長  次に、日程第９、「議会広報広聴特別委員会中間報告」を議題

とします。 

  議会広報広聴特別委員会から、閉会中の継続調査について中間報告をした

い旨の申し出があります。 

  お諮りします。本案は申し出のとおり報告を受けることにしたいと思いま

すが、これに異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって議会広報広聴特別委員会の中

間報告を受けることに決定をいたしました。 

  議会広報広聴特別委員長の発言を許します。 

議会広報広聴特別委員長  議会広報広聴特別委員会の中間報告を行います。 

  平成２６年６月２６日、川棚町議会議長初手安幸様、議会広報広聴特別委

員会委員長福田徹。 

  委員会調査中間報告書。本委員会は所管事務調査を行いましたので、別紙

のとおり川棚町議会会議規則第７７条の規定により提出いたします。 

  議会広報広聴特別委員会、所管事務調査中間報告。 

  １、件名。 

  議会報告会に関すること。 

  ２、経過と概要。 

  （１）第１回委員会。日時、平成２６年４月２日（水）。場所、第１委員

会室。出席者、委員全員、議長、事務局長。 

  内容、①委員会の活動の基本事項の確認。②議会報告会の開催決定。③議

会報告会の日時、会場及び班編成等を協議。 
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  （２）第２回委員会。日時、平成２６年４月１５日（火）。場所、第１委

員会室。出席者、委員全員、議長、事務局長。 

  内容、①会場ごとの担当割の決定。②報告事項、想定問答集、配布資料に

ついて協議。 

  （３）第３回委員会。日時、平成２６年４月３０日（水）。場所、第１委

員会室。出席者、委員全員、議長、事務局長。 

  内容、①配布資料、想定問答集の確認。②報告会口述書及び班ごとの担当

割など最終確認。 

  （４）議会報告会。日時、平成２６年５月１２日（月）。  

  場所、①宿公民館、参加者１７名。出席者、福田、毛利、波戸、田口、久

保田、議長。内容、別添資料参照。 

  場所、②上組公民館、参加者２０名。出席者、堀田、三岳、田﨑、小谷、

山口、議長。内容、別添資料参照。 

  日時、平成２６年５月１4 日（水）。 

  場所、③新谷公民館、参加者１６名。出席者、村井、竹村、三岳、朝長、

森田、議長、小田欠席。内容、別添資料参照。 

  場所、④下百津公民館、参加者１７名。出席者、福田、田口、毛利、波戸、

山口、議長。内容、別添資料参照。 

  日時、平成２６年５月１６日（金）。 

  場所、⑤琴見ヶ丘公民館、参加者１８名。出席者、村井、福田、堀田、森

田、議長。朝長、小田欠席。内容、別添資料参照。 

  場所、⑥旭ヶ丘公民館、参加者１３名。出席者、竹村、三岳、田﨑、小谷、

久保田、議長。内容、別添資料参照。 

  （５）第４回委員会。日時、平成２６年５月２８日（水）。場所、第１委

員会室。出席者、委員全員、議長、事務局長。 

  内容、①議会報告会でのアンケート結果と各会場での質疑の確認。②議会

報告会での反省ととりまとめ。 

  議会広報広聴特別委員会所管事務調査。 

  １、件名、第３回議会報告会。 

  ２、期日、平成２６年５月１２、１４、１６日。 

  ３、場所、宿、上組、下百津、新谷、琴見ヶ丘、旭ヶ丘公民館。  
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  ４、出席者、町民、６会場合計１０１名。委員全員、小田欠席。議長、事

務局長、書記。 

  ５、概要、主な質疑と答弁。主な質疑と答弁については、朗読を省略させ

ていただきます。お開きください。 

  ６、まとめ。 

  第３回議会報告会は、新たに設置した議会広報広聴特別委員会のもと開催

した。今回は、町民により近い場所での開催と、参加機会をより多くしたい

と昨年の５会場から６会場へと増やして開催した。結果は例年と変わらない

が、予定時間いっぱいでの発言があった。参加者からの質問は、町民の生活

に密着した意見や要望など、議会として真摯に受け止めなければならない事

項が多かった。 

  今回の議会報告会で出された意見や提言、中でも町の活性化や少子高齢化

に対するものは、これからの議会活動を通じて行政等に反映させていかなけ

ればならないと感じた。なお、議会報告会でのアンケート結果、質問に応え

られなかったものや、これから取組むものについては、その都度、議会だよ

り等で報告する。以上であります。 

議    長  これから委員長の報告に対し、質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

   

議    長  質疑なしと認め。報告済みといたします。 

（１３：３１） 

議    長  次に、日程第１０、「議員派遣の件」を議題といたします。  

  お諮りします。本件は、川棚町議会会議規則第１２７条の規定によって、

お手元に配布しました別紙のとおり、議員派遣をしたいと思いますが、異議

ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって、「議員派遣の件」は、お手

元に配布しました別紙のとおり派遣することに決定をいたしました。なお、
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ただいま議決しました「議員派遣の件」で、後日変更があった場合は、議長

に一任願いたいと思いますが、異議ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって、後日変更があった場合は、

議長に一任することに決定をいたしました。 

（１３：３２） 

議    長 ここで、教育委員会より発言の申し出があっておりますので、

これを許可します。 

教 育 長        ６月２２日の一般質問におきまして、久保田議員から「給食セ

ンターの施設や設備を委託業者に使わせることは偽装請負にあたるのではな

いか。」という指摘を受けておりました。このことにつきましては、平成１

６年５月１９日の東京地方裁判所の判決において、違法ではないという判決

が下されております。したがいまして、教育委員会としては、教育委員会が

計画している委託については問題ないと、そのように考えております。  

（１３：３３） 

議    長  以上で、教育委員会からの報告を終わります。 

  ここで、お諮りをいたします。川棚町議会会議規則第４５条の規定により、

本定例会おいて議決されました案件につきましては、議決の結果生じました

条項、字句、数字、その他について、整理を要するものがあった場合は、そ

の整理を議長に一任されたいと思います。これに異議ありませんか。  

 

「な  し」の声あり 

 

議    長  異議なしと認めます。したがって、これら整理を要するものに

つきましては、議長に一任することに決定をいたしました。  

議    長  これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。  

  会議を閉じます。平成２６年６月川棚町議会定例会を閉会いたします。ご

起立願います。お疲れ様でした。 

（１３：３４） 
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